
将来予測シミュレーション

操作手順書（詳細編）

2024/11



将来予測シミュレーション完成図

将来予測シミュレーション
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【将来予測シミュレーション】

・30年間に亘って、相続税のシミュレーションを行えます。

・各財産の変動、キャッシュフローの変動、各種対策の内容を入力することで、対策前と対策後の相続税等の比較ができます。

・シミュレーションの結果をレポートとして出力できます。

・分析レポートではその年の効果しか算出することができませんでしたが、当シミュレーションは分析レポートの内容で、

30年間のシミュレーションを簡単に作成することができます。



将来予測シミュレーション

①【相続税 将来予測シミュレーション】をクリックします。

② データが残っており、新規にデータを作成する場合は

【新規入力・全クリア】をクリックします。

・残っているデータが登録されていない場合は、必要に応じて

      登録ボタンを押してから②を行ってください。

③ データ入力シートから財産内容等を反映させる場合は、

  【データ取得】をクリックします。
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初期画面

将来予測シミュレーションの開き方

①

② ③



④ 顧客名と顧客IDを入力します。

⑤ 現状の一次相続人と二次相続人を入力します。

⑥ 対策後の一次相続人と二次相続人を入力します。

※1 相続割合の合計が必ず『１』になるように

相続割合を入力してください。

・【入力フォーム】は効率よく入力できます。

・【相続割合取得】は民法上の相続割合を自動入力します。

・【二次・対策後へ一括反映】は二次相続人欄や対策後の

相続人欄に自動入力します。
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将来予測シミュレーション

相続人入力

④

⑤ ⑥

※1



⑦ 現状の相続財産を入力します。

・一定の割合で財産を変動させる場合は、毎年の修正率の

欄に入力します。

・対比選択欄では、当初対比と前年対比を選択できます。

＜留意点＞

当初対比で修正率を入力し、その資産が対策によって減少し

た場合、その減少額に対して修正率を自動調整します。

例えば、建物に当初対比修正率を入力し、建物を贈与や譲渡

等の対策内容を入力した場合、建物の相続税評価額の減少分

を按分調整し修正率を自動修正します。

各年の修正率は【資産推移確認・変動調整入力】から確認で

きます。

⑧ 金融機関から借入金がある場合は、既存借入明細

に入力します。
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将来予測シミュレーション

財産入力・既存借入明細入力

⑦

⑧



⑨【各種対策入力】から対策内容を入力します。

・対策を行う項目だけに入力します。

・複数の対策内容を入力できます。

⑩ ⑨の対策により、

新たに増える財産やキャッシュフローに対して、

詳細設定をする場合は、【対策財産の変動入力・

編集】から行います。

⑪ 対策前後の財産額を詳細設定する場合は、

  【資産推移確認・変動調整入力】から行います。

※ オートフィル機能の使用方法

コピー元が一番左になるようにコピー先まで選択し、

【オートフィル機能】ボタンをクリックします。

⑫ 借入金の繰上返済の設定を行えます。

・現状所有している資産から繰上返済する場合は

【現状資産による繰上返済入力】から入力します。

・対策による不動産売却等で繰上返済する場合は

【対策資産による繰上返済入力】から入力します。
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将来予測シミュレーション

現状の各資産の変動入力・各種対策の入力

⑨

各種対策の入力

⑩ ⑪ ⑫



⑬【登録】をクリックします。

⑭【レポート出力】をクリックします。

・シミュレーション結果が、レポート出力されます。

※1【シミュレーション結果】では、相続対策を行う場合と

行わない場合の相続税の比較や税効果を確認できます。
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将来予測シミュレーション

登録・レポート出力

⑬

⑭※1
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